
庁      議  

              日時： ７月２６日（月）AM８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

【連絡事項】 

 

１ 「戦没者を追悼し平和を祈念する日」における職員の黙とうについて  福祉こども部長 

 

２ 太田都市計画下水道の変更について                 都市政策部長 

 

 

 

【その他】 

 

１ ９月定例会日程表について                     議会事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

◆ 次回庁議予定 ◆ ８月１１日（水）ＡＭ８：３０～ ＜庁議室＞  案件名報告：７月２９日 (木)PM5:00 
                                      資 料 提 出：８月３日 (火)PM5:00 



７月 ２６日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 1.庁議後 】

福祉こども部長 氏名 石塚 順一 内線（TEL）２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

「戦没者を追悼し平和を祈念する日」における職員の黙とうについて

【 目 的 】

８月１５日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」（終戦記念日）となっています。国に

おいては「全国戦没者追悼式」が、群馬県においても「群馬県戦没者追悼式」がそれぞれ行

われます。本市におきましても、追悼式の趣旨に沿って職員に黙とうをお願いするものです。

【 概 要 】

１．黙とうの実施方法等について

（１）日時：令和３年８月１５日（日）正午から１分間

（２）方法：当日、ラジオ放送（ＮＨＫ第一放送）で正午の時報を合図に１分間の黙とう

をします。

（３）周 知 方 法 ：令和３年８月１３日（金）の夕方の庁内放送で職員に周知します。

２．その他

（１）原爆の日の黙とうについて

広島市及び長崎市に原子爆弾が投下されて７６年目にあたります。

両市では、被爆７６周年の慰霊及び平和記念式典を行い、原爆で亡くなられた人々

の冥福と世界恒久平和の確立を祈念するため、平和の鐘を合図に１分間の黙とうを

捧げることとしています。

本市の職員もそれぞれの原爆投下時刻に合わせて１分間の黙とうをお願いします。

・原爆投下日時 広島市：８月６日（金）午前８時１５分

長崎市：８月９日（月）午前１１時２分

（２）太田市戦没者等追悼式について

太田市戦没者等追悼式は、１０月２日（土）新田文化会館（エアリス）で実施予定

【 備 考 】

＊問い合わせ先 福祉こども部社会支援課 管理係 内線２５２１ ４７－１８２７ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



  ７月２６日 庁議提出案件           資料No.２    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 齋藤 貢   内線（TEL）２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田都市計画下水道の変更について 

 

【 目 的 】 

   公共下水道の都市計画が決定されている区域に、一部区域を追加する都市計画 

決定の変更を行い、公共下水道事業の推進を図るものです。 

 

【 概 要 】 

  １ 追加区域  飯塚町、西矢島町、東矢島町、内ケ島町(各町の一部) 

 

   ２ 追加面積  約７６ha 

 

  ３ 今回決定  排水区域 約３，６１７ha (既決定 約３，５４１ha) 

 

   ４ 今後のスケジュール(予定) 

    県事前協議(事務連絡会)             令和３年 ７月～８月 

    都市計画原案の閲覧及び案の縦覧         ９月～10月 

    都市計画審議会                 11月 

    都市計画決定告示                12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 下水道課 下水道一係 内線2684 ４７－１９４９ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


